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合理的思想形成を目指した公民学習における評価方法
一小単元「議会の働きと政策決定」の教授書開発を通して－
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Ｉ　問題の所在

科学的な社会認識形成を目指す社会科授業にお
いては

，子供が科学的な法則や理論を獲得してい

るか
，それらを用いて事象や出来事についてより

間違いの少ない説明ができるかという点から評価
がなされる1)

。これに対して，社会科教育の射程

を価値認識にまで拡大し
，意思決定過程を取り入

れた社会科の授業については
，評価方法が十分に

確立されているとは言い難い
。この理由の，第一

はどのような価値を優位なものと見なすかは
，各

自の価値観によって異なっており
，客観的な基準

を設けることが困難であるということである
。そ

して
，第二は，特定の価値を他よりも優位なもの

として教え込むことは価値注入となり
，教育的に

望ましくないということである
。

社会科の評価のおり方については
，棚橋健治氏

によるアメリカ社会科の評価研究が注目される2)
。

棚橋氏によれば
，アメリカ社会科の学習評価研究

は
，事実認識から価値認識や態度まで評価するこ

とで市民的資質育成という社会科の理念を体現し
てきた

。そして，価値的知識の評価については，

社会的意思決定力を評価するものとしてハ
ーバー

ド社会科評価プログラムを取り上げている
。ハー

バ
ード社会科では，究極的には匚アメリカの信条｣

とでも言うべき個人の尊厳と民主主義の価値に基
づいて意思決定をさせている

。しかし，棚橋氏は，

評価はそのような考えを受け入れることで形成さ
れる態度自体を単独で取り上げて行なうのではな
く
，事実認識から態度形成までの社会科学力をトー

タルに関連付けて行なうものとなっている
，と述

べている3)
。また，具体的なテスト問題は，厂子

どもが社会的価値の序列づけの方法を知っている

か否か
，実際にその方法で価値の序列づけを行っ

て意思決定ができるか否かが判定されるだけで
，

なされた序列づけの内容自体の善し悪しを判断す
るものにはなっていない｣4)ということである

。

問題点としては
，アメリカの評価研究の中には，

価値認識の具体的な内容自体を評価対象としたも
のもあるが

，そこでは子供の価値観それ自体を問

うことが目的視され
，その前提として事実認識が

評価されていない
，ということを指摘している5)。

棚橋氏も言及しているように
，子供が獲得した価

値認識の具体的内容自体を取り上げて優劣をつけ
て評価することには問題がある

。しかし，価値認

識の具体的内容は評価の対象とせず
，それを認識

し
，それに基づいて意思決定に至る方法を知って

いるか否かだけを評価することで十分なのであろ
うか

。子供の価値認識に関わっていく以上は，そ

のような技能面の評価だけではなく
，授業を通し

て子供の価値認識の内容がいかに成長したかを捉
える必

要があるのではなかろうか。

科学的社会認識形成を踏まえて価値認識にまで
関わろうとする社会科は

，子供のより合理的な思

想形成を目指している6)
。その授業の評価では，

価値認識や意思決定の内容を含めて社会認識体制
全体をト

ータルに評価する必要があろう。本研究

では
，合理的な思想形成を目指した授業の評価に

おける価値的知識の評価基準の検討を踏まえて
，

公民学習の単元とその評価問題の開発を行い
，具

体的な評価方法を提案していきたい。

ｎ　合理的思想形成を目指した授業における評価
の前提
合理的思想形成を目指した社会科授業における
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評価は
，意思決定の能力自体を取り出したり，意

思決定過程を追跡したりしてなされるわけではな
く
，評価の対象は意思決定の具体的内容となる。

森分孝治氏によると
，意思決定とは匚～すべき

である
」という形で表現される個別的規範的判断

である7）
。個別的規範的判断とは，事実について

の解釈（ｲ固別的説明的判断）に規範的判断を下し
たものである

。したがって，なされた意思決定が

より間違いの少ない合理的なものであるためには
，

個別的説明的判断の根拠となっている個別的記述
的知識に間違いはないか

，それらを解釈する一般

的説明的知識が科学的なものか
，解釈が正しくな

されているか
，規範的判断の根拠となっている価

値的知識は十分な熟慮の過程を経たものであるか
ということが確認されなければならない

。このよ

うに
，意思決定の合理性は，それ自体の内容によっ

て保障されるものなのである
。例えば，匚日本は，

死刑制度を廃止すべきである］という意思決定は
，

それが
，死刑の犯罪抑止効果や冤罪の発生に関す

る正しい事実認識と
，人々の生命や自由に関する

権利と
，安全で平和な生活を保障される権利に対

する熟慮された価値観に基づいてなされたもので
あれば合理的であると言えよう

。しかし，この決

定がたとえ民主的な話し合いを経て多数決によっ
てなされたものであったとしても

，それが個々人

の
一時的な感情に基づくものであるとすれば合理

的なものとは言えない
。したがって，意思決定の

評価は
，その過程や手続きに対してではなく，そ

の内容に対してなされるべきなのである
。

意思決定の過程や手続きに注目して評価するこ
とには

，もう一つ重大な問題かおる。それは，授

業自体をそのような手続きを含む過程として構成
することはできても

，一人ひとりの子供の意思決

定がいかなる過程を経たものかを確認することは
，

困難であるということである
。意思決定の手続き

を知っていることは確認できるが
，それを用いた

か否かを確認することはできないのではないか
。

そのうえ
，そのような評価を行えば，社会科で育

成すべき学力が
，そのような技能や手続さのみで

であるかのような誤解を与えかねないという問題
も生じるであろう。
合理的思想形成を目指した授業の評価は，意思

-

決定の内容が知識の体系として明確に表されたも
のに対してなされなければならない

。そのため，

意思決定を構成する重要な要素である価値的知識
に関しても

，何らかの評価の規準を示すことが求
められるのである。

Ⅲ　思想形成の根拠となる価値的知識の評価規準
の設定

意思決定が合理的なものであると誰もが認める
ためには

，事実認識に誤りがないだけではなく，

根拠となっている価値的知識もより多くの人の納
得が得られるものでなければならない

。その判断

はいかなる規準によるのであろうか
。

意思決定の根拠となる価値的知識には自由や平
等をはじめとして様々なものが考えられる

。それ

らを相互に比較して
，どちらを優先するかを決定

するのは非常に困難である
。確かに，自由と平等

または自由と安全のどちらを優先するかを論争し
たとしても

，建設的な議論は期待できない。例え

ば
，「‾街の治安を守るために通りに監視カメラを

設置すべきか
」という問題について，互いに，

匚自由は何より大切である
。自由がなくなるから

監視カメラを設置すべきはない
」，あるいは匚安

全が第
一である。安全のために監視カメラは必要

だ
」と主張して論争しても，有益な議論とならな

いことは明白である
。しかし，そのような漠然と

した価値に基づくのではなく
，より具体的で，な

おかつ多くの人々の同意が得られているような政
治的価値に基づく主張であれば建設的な議論が可
能となるのではないか

。例えば，匚人々の行動の

自由はできる限り保障されるべきであり
，そのた

め
，あらゆる政策は自由の制限が最小限となるよ

うに実施されるべきである
」という根拠に基づく

匚監視カメラの設置には反対する
」という主張と，

匚安全は生活上で最大限尊重されるべきであり
，

それを保障するための政策はできる限り優先して
実施されるべきである

」という根拠に基づく厂監

視カメラを設置すべきである
」という主張の間の

論争であれば
，有益な議論が可能であろう。これ

らの主張を整理すると下記のようになる8）
。下線

が価値的知識に関わる部分である
。

Ａ：自由が何より大切である。自由がなくなるから
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監視カメラを設置すべきはない。

Ａ'
：人々の行動の自由はできる限り保障されるべき

であり
，そのため，あらゆる政策は自由の制限が

最小限となるように実施されるべきであるので
，

監視カメ
ラの設置には反対する。

Ｂ：安全が第一である。安全のために監視カメラは
必要だ。

Ｂ'
：安全は生活上で最大限尊重されるべきであり，

それを保障するための政策はできる限り優先して
実施されるべきであるので

，監視カメラを設置す

べきである。
ＡとＢの主張の根拠となっている価値的知識の

間では序列化はできないが
，Ａ'とＢ'の価値的知

識については
，比較しそれを検討することができ

よう
。また，ＡとA', BとＢ'を比較した場合，

A', B'の価値的知識の方がより説得力を持つこ
とは明らかである

。政治学者の足立幸男氏は，合

理的な政策評価においては
，究極的で全包括的な

政治的価値ないし観念よりはむしろ
，中レベルの

政治的諸価値に注目すべきであると述べている
が9)
，社会的問題についての意思決定に関しても

同様のことが言えるのではないか
。このような中

レベルの政治的諳価値と言われるものは
，人々の

同意を得られたものとしていくつか存在し
，それ

らの間の序列や相対的なウェイトを確定すること
ができると足立氏は述べている10)

。そして，足立

氏は自由と平等を取り上げて
，次のようにその原

理を定義している。

①　自由の原理
：個々人の自由は最大限尊重される

べきであり
，したがって，他の事情が同じであれ

ば
，自由の保護・拡大に寄与する政策は一般にそ

の分だけ好ましい政策であり
，その逆に，自由を

縮小もしくは侵害する恐れのある政策はその程度
に応じて好ましくないものである。

②平等の原理
：社会的構成員の間の不当な格差は極

力是正されるべきであり
，したがって，不当な格

差の是正に寄与する政策はその分だけ好ましい政
策であり

，その逆に，不当な格差を温存もしくは

拡大する恐れのある政策はその程度に応じて好ま
しくないものである11)。

足立氏は
，このほかに中レベルの政治的諸価値

として，③民主主義の原理(できる限り多数者の

-

意思を国政に反映させることになる政策はより好
ましい)

，④福祉の原理(国民に保障すべき生活

と健康の水準を引き上げることになる政策はより
好ましい)

，⑤矯正の原理(過去の不正を補償す

るようになる政策はより好ましい)
，⑥公共の利

益の原理(不特定多数の国民の利益を向上させる
政策はより好ましい)

，⑦経済的効率性の原理

(経済の停滞を阻止し
，発展を促す政策はより好

ましい)
，⑧効用の原理(構成員の不満を減少さ

せ
，満足を増大させる政策はより好ましい)を挙

げている12)
。これらは政策を評価するための基準

として示されたものであり
，具体的な政策の理由

づけとなるものである
。しかし，先に監視カメラ

の設置について論じた場合のように
，政策に限ら

ず社会的問題についての意思決定についても応用
可能ではなかろうか

。漠然とした抽象的な価値観

ではなく
，具体的な政治的価値に基づく意思決定

の方が説得力もあると考えられる
。

足立氏は自由民主主義社会を前提にこれらをリ
ストアップしているが

，それは，当然，時代や社

会の状況に応じて項目も内容も見直されていくべ
きものであろう

。価値的知識の評価においては，

このリストのような
，人々の合意が得られている

諳価値を取り上げ
，それらを究極的で全包括的な

形ではなく
，議論可能なレベルにまで表されたも

のが
一つの基準となっていくのではなかろうか。

そして
，先のＡよりもＡ'の方が納得できるもの

であったように
，そのリストに示されている価値

の原理により近い価値的知識を根拠としている意
思決定が，より高く評価されると考えられるので
ある。
以上のような手順を踏むことで

，価値的知識に

ついても評価規準を設定することが可能である
。

その際には
，同意が人々の間で得られている価値

のリストアップと
，他の価値との比較または序列

化か可能なレベルでの具体化が必要である
。そし

て
，この規準またはリストは絶えず見直されなけ
ればならない。

IV　合理的思想形成を目指した公民学習の授業の
開発
開発した具体的な教授書と評価問題は最後に示
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している
。授業の展開については紙幅の都合，価

値認識に関わる部分であり意思決定過程を含む第３時のみを取り上げて示している。

１
。単元設定の理由一対立する政治的諸価値一

本単元の目標は
，教授書にも示しているように，

国権の最高機関であり唯
一の立法機関である国会

の機能について具体的な社会的事象の研究を通し
て認識を深めるとともに

，その問題点を明らかに

したうえで
，議会政治のおり方について各自の考

えを形成することである
。そのために議会政治を

めぐって対立する諸価値が含まれる現象として
匚消費税の導入

」を教材として取り上げた。

議会政治は
，より多くの人の意思に基づいて運

営されることが望ましく
，その方がより民主的で

あるといえるＯその観点から考えれば
，大多数の

国民が反対した消費税の導入が国会で決議された
ことは疑問であるＯつまり

，消費税の導入という

現象は
，日本の議会政治が国民の意思を必ずしも

反映しない形で運営されていることによって生じ
たと考

えられるのである。
一方，政府には国民全体の利益の向上のために

必要な政策を迅速かつ効率よく実施すべきである
という役割かおる

。高齢化が急速に進行する日本

社会においては
，国民全体に充実した福祉を提供

するには税収の確保が重大な課題であった
。その

ため
，他の先進諸国においても導入されている間

接税を実施することは避けられなかったとも言え
る
。実際，現時点では多くの国民によってそれが

受け入れられていることを考えると
，消費税の導

入という政策決定は妥当なものであったと言える
かも知れない。
このように

，合理的思想形成を目指す公民学習

については
，事象に対する異なる解釈と，問題に

ついての対立する主張が形成されるような政治的
現象によって単元を設定することができる

。本研

究で開発した「‾議会の働きと政策決定
」の単元で

対立しているそれらの価値とは
，前章で示した足

立氏のリストに含まれていた民主主義の原理と公
共の利益の原理である。

２
。到達目標一政治的主張の対立構造一

授業の到達目標は
，教授書に示しているように，

一般的説明的知識・判断に基づく事実の解釈から，

価値的知識
・判断にまでの各レベルの社会認識を

形成することと
，それらに基づく主張の対立関係

を把握させるものである。

概念構造図のＣに即して具体的に述べるならば
，

日本の議会政治の現状について
，政策過程におけ

る国会の役割が限定されたものであり
，かつ政府

と議会の意思決定が
一致する傾向が強いために国

会での審議が不十分となり
，国民の意思が政策に

十分に反映されないという解釈Ａが考えられる
。

このような事実を根拠とするならば
，議会と政府

が対立し
，政府に対する議会の監視能力を高める

ような制度改革を求める主張Ａがなされるであろ
う
。この主張の裏付けには，特定の価値観に基づ

く理由が必要である
。一方，国会に政府に対抗す

る強い独立性を与えるよりは
，現状の制度を維持

してその枠内で改革を進めるべきであるという主
張Ｂは

，事実についての異なる解釈Ｂに基づいて

なされると考えられる
。至U達目標として設定され

るのは
，特定の価値観に基づく主張そのものでは

なく
，異なる主張の対立の構造となるのである。

最終的な意思決定は開かれたものでなければな
らない

。したがって，どちらの主張を選択するか，

あるいは独自の主張を形成するかは生徒に委ねら
れている

。授業のねらいは，到達目標に示された

これらの知識の体系を生徒が自ら構築していくこ
とである。

３
。合理的思想形成を目指した授業展開

第３時を取り上げて
，合理的思想形成を目指し

た授業の展開過程について具体的に述べることに
しよう

。授業は，対立する主張の根拠となる価値

的知識・判断を生徒が認識し
，それを踏まえて自

分で意思決定をする過程となっている
。

授業は
，導入（争点の確認）→展開１（対立す

る主張の確認）→展開２（主張の根拠となる価値
的知識

・判断の確認）→終結（価値の序列化）と

いう段階で構成されている
。導入段階では，前の

２時間の学習を振り返り
，消費税の導入問題の研

究から明らかとなった日本の議会政治の現状とそ
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の間歇点,を確認する
。そして，展開１において，

その問題を解決するためには国会と政府のおり方
をいかに改善していけばよいかについて

，解決策

を検討していく
。政策の決定と実施に当たっては，

広く国民の意思を反映した政策を決定するという
応答性と

，国民の福祉の向上を促す政策を素早く

実行するという実効詮の二つの朧点,を考える必要
がある

。これらの観点から議会と政府のおり方の

改革案を吟味していく
。展開２は，展開工までに

示された事実の解釈と主張の基盤となっている価
値的知識

・判断を明らかにしていく段階である。

前章で述べた民主主義の原理と福祉の原理がこれ
らの解釈や主張の根拠となっていることを確認さ
せている

。終結部は，自分の意思を決定するため

に価値の序列化を行う段階である
。具体的に根拠

となっている価値的知識を述べさせることで
，よ

り合理的な意思決定を促そうとしている
。

このように
，事実の解釈と，価値の認識と，主

張の形成を授業過程に組み入れることで
，価値認

識まで含むトータルな社会認識の形成を促す授業
が可能となっているのである。

Ｖ　合理的思想の形成を評価するテスト問題開発
テスト問題は

，教授書試案の厂Ⅶ。評価規準と

なる合理的意思決定の内容
」を生徒が認識できて

いるか
，即ちそこに示した事実認識・判断から価

値認識
・判断に至るまでの体系が生徒の中に形成

されているかを問うように開発される
。具体的に

は，厂VⅢ｡評価問題例」として示している。

１。テスト問題の構造

まず
，テスト問題全体の構造については，問１

から問２は事実認識に関わる問題で
，問３は価値

認識にも関わり
，意思決定の内容を評価する問題

となっている
。授業の中で，生徒は自らの価値観

に基づいて
，評価規準として示した主張Ａ又は主

張Ｂを選択し
，問３に答えるのであるが，その根

拠となる事実認識が正確になされているかを
，問

１
，２で評価するようになっている。主張Ａの根

拠となる事実の解釈に関する問いが問Ｉ（工）
，

その解釈を成り立たせている
一般的説明的知識を

把握しているか否かを問うているのが問２（２）

である
。同様に，主張Ｂに関する問いが問1 (2)

及び問２（１）である
。以上のように，テスト問

題は意思決定に不可欠な社会認識の構造に基づい
て
，それを生徒が形成できているかを段階的に評

価していくように設定されている
。

次に
，個別の問題の構造を明らかにしていくこ

とにしよう
。事実認識に関わる問題は，取り上げ

た社会的事象
・出来事について生徒がより間違い

の少ない解釈ができているかをまず評価する
。そ

のうえで
，その解釈を成り立たせている法則・理

論を正確に把握しているかを問うように構成され
ている

。主張Ｂに関して説明するならば，始めに

問工（２）で消費税に反対したにもかかわらずそ
れを阻止できなかった野党側の事情を説明させる
ことで

，日本の議会政治の限界を示す解釈B-b

を把握できているかを確認している
。その設問に

は①から③の付属的な問題が含まれているが
，こ

れらは授業で示された情報（個別的記述的知識）
を認識できているかを評価する問題である

。続い

て問２（工）は
，授業で取り上げたものとは異な

る事象
・出来事を示して，法則・理論を正確に把

捩し
，応用することができるかを問う問題である。

解釈Ｂ
－ｂは，法則・理論Ｂ－Ｃを前提とするこ

とによって成り立っている
。この授業は，解釈Ｂ－

ｂをただ暗記させることではなく
，それに類似し

た他の事象についても生徒が説明し
，自分なりの

判断ができるようになることを目指している
。そ

のため, 1994年の消費税率引き上げという類似し
た事象

・出来事を解釈させることで，国会におけ

る意思決定の特徴を説明した法則
・理論を応用す

ることができるかを評価しようとしているのであ
る
。このように，事実認識に関わる問題は，個別

的な知識を理解できているかを問う問題と
，一般

的な知識を獲得し応用できるかを問う問題によっ
て構成されるのである。

価値認識に関わる問題は
，なされた決定の内容

である主張と
，その根拠となっている事実の解釈，

そして理由付けとなっている価値的知識
・判断の

三つの要素を中心に構成される
。問３の（１）か

ら（３）は
，それぞれ主張，理由付け，事実の解

釈を問う問題となっている
。教授書試案匚Ⅳ。到

達目標（２）」に示した主張の対立の構造図通り
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に三つ要素が組み合わせられていれば
，合理的な

意思決定がなされていると言えよう
。そして，

（４）において首相公選制問題という新たな問題
を提起し

，この単元での学習内容を応用して，

（抑から
Ｏ）の答えと同様に主張を構成でき

るかを評価しようとしている
。価値認識に関わる

問題は
，主張を裏付ける正当な根拠や理由を示し

て
，説得力のある主張内容を自ら構成できるかを
問うていくように構成されるのである。

２。問いの手続き（設問設定の根拠）

個々の設問の構造に関しては
，これまで社会科

では評価の対象とされてこなかった価値認識に関
わる問題について特に述べていくことにしたい

。

本研究は
，生徒が合理的意思決定をできるよう

になることを目指している
。そのため，問３にお

いては
，日本の議会政治のあり方改善に関する提

案を考えさせるにあたって
，匚改革委員会の委員

にあなたが選ばれたと仮定して
，国民全体の利益

に配慮した公正で中立な立場から
」問題を検討す

るように求めている
。このように表現することに

よって
，感情や個人的な欲求はできるだけ排して，

社会的に広く同意が得られる価値観に基づいて多
くの人の納得が得られる決定を求めていることが
明確になろう。

また
，価値的知識・判断を明確にしながら生徒

自身の考えを問う（２）や（３）では
，Ⅲ章で述

べた評価規準のおり方を踏まえる必要かおる
。そ

のため
，具体的に序列化可能な形で価値的知識・

判断を示させるようにした
。具体的には，（２）

については「
～べきであるから」という形で，

０）については「‾
～よりも，～の方が好ましい

と考えられるので
」という形で表現し答えさせる

問題を開発した
。こうすることで，自らが選択し

た価値的知識
・判断を，より明確で，具体的なも

のとして把握できているかを評価することができ
よう

。これらの点を踏まえて, (4)においても，

（工）から（３）の形式を踏まえて主張が述べら
れているかを評価していくこととなる

。このよう

に
，価値認識に関わる問題の作成にあたっては，

生徒が自らめ価値観を他者の納得が得られる形で
，

表現できるか否かを確認できるように表現を工夫

していく必要があると言える。

Ｖ　おわりに

本研究で示した評価を進めるには
，今後取り上

げる価値のリストについてその項目と内容をとも
に充実させていく必要かおる

。政治学だけではな

く様々な専門諸科学に基づいてリストを検討していくことが今後求められるであろう。

［注］
１）科学的知識の成長については，森分孝治『社会科
授業構成の理論と方法』明治図書, 1978年, pp.108-
112.

2）棚橋健治『アメリカ社会科学習評価研究の史的展
開一学習評価にみる社会科の理念実現過程－』風間
書房, 2002年

。

３）同上, p.322.
4）同上, p.318.
5
）同上, pp.110-114.

6）合理的思想形成を目指した授業構成の詳細につい
ては
，拙著『中等公民的教科目内容編成の研究一社

会科公民の理念と方法』風間書房, 2004年，を参照
して下さい。
７）森分孝治「市民的資質育成における社会科教育一
合理的意思決定」「社会系教科教育学研究」第13号

，
2001年, p.45.

8）監視カメラ設置という社会問題についての立論に
おいては

，橋本康弘「民主主義社会における市民育

成と
しての法教育」日本弁護士連合会「自由と正義」

第52号, 2001年２月, pp.42-49,を参考にした
。

９）足立幸男『政策と価値一現代の政治哲学』ミネル
ヴァ書房, 1991年, p.57.

10）同上, p.37.11）同上，p.71.
12）同上. pp.71-73.
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Ｉ

中学校社会科（公民的分野）・高等学校公民科小単元「議会の働きと政策決定一消費税はなぜ導入されたか」教授書試案及び評価問題
単元のねらい
国権の最高機関であり唯一の立法機関である国会の機能について具体的な社会的事象の研究を通して認識を深めるとともに

，その問題点を明らかにしていく。その
うえで，日本の議会政治の改革の方向性について各自の考えを持つ。

ｎ。単元計画（全３時間）

第
１時［なぜ，国民の反対にも関わらず消費税導入が国会で議決されたのか？］

（多くの国民が反対していた大型問接税の導入が国会で議決された過程の研究を通して，日本の議院内閣制における内閣・政府と議会の関係と，国会に
おける磁決の特性を明らかにするo）

第
２時「なぜ，野党は消費税導入を阻止できなかったのか？」

（消費税が国民の意思に反して導入された際に，国会の意思決定，特に与野党の意思決定に何が彫響を与えたかを明らかにすることによって，議会の意思
を決定する要因を解明する｡）

第３時「国民主体の議会政治を取り戻そう！」（国会の機能を一層充実させるためには具体的にどのような方法があるか，そのメリット，デメリットは何かを明らかにする｡）

Ⅲ。到達目標（１）･･･概念的説明的知識
（省略）
Ⅳ。到達目標（２）…概念櫛造図

「

｜

政策

Ｃ
．日本の議会政治の改革に関する主張の対立

㎜㎜皿皿㎜㎜ｍｍ㎜四㎜四　　　四四四－《事実の解釈Ａ》　　ｌ　　　ｌ

|多くの国民の反対にも関わらずl
l消北税法案が成立したのは,議院|●………一一．　　　，｜
|内閣制を採用している日本の

１

会

－
Ｉ－
－
－
－
－
Ｉ
－
ｊ

一
　
野
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少
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派
）

’

Ｂ。議会の政策決定要因

｜
｜

｜

｜ 罵 盲琵 石乱 に扁

｜されるべきで･あり
，政府が議1

1会の協力を得て比較的自由ｌ

｜に政策を実行できる制度を｜
l維持すべきである。　

：
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《事実の解釈Ｂ》　｜
|多くの国民の反対にも関わらず|l消費税法案が成立したのは,財政l

l悪化を解決するために間接税導|
|入が必要と判断した政府･与党が|卜字入に反対する野党の結束を崩l

|す
ー方で，リクルート問題などの|

|弱みを抱えていた野党も強力に|:反対す
る二とができなかったたl

|めである。　　　　 ｜

《理由付けＢ》
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反映されるべきであり
，議会

が政府から独立性を持って，
|会政治の下では,国会で多数を占llめていた自山民主党を中心に内|
|閣が搆成されるため,政府提出のl
法案は与党の同意さえ得られれ|l●二冖/|丶IV`XyU″¶'｡U¶-･611,冫●IVFIMば成立し得るようになっておりｌ
|国会の審議が形式化していただ|
1ぎ?公iL ＿＿＿＿＿＿＿＿｡!

｜それに対抗し｡厳しく監視しllて国民の意思に従わせるこｌ

ｌとができる制度にすべきで｜
｜ある

。　　　　
｜Ｌ四四－皿皿㎜㎜－－－㎜ｊ

《理由付けＡ》
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Ｖ。小単元の展開
第１時 省略

第２時 省略
第３時 「国民主体の巌会政治を取り戻そう！」

過程 教師による指示・発問 教授学習過程 資料 生徒に獲得させたい知職（予想される回答） 指導上の留意点

導
入

一
争
点
の
確
認－

１．消費税法案成立までの過程を踏まえると，現

在の国会にはどのような問題点があると言え
るか，

２．国会が政策過程にもっと関わるようにするに
はどうすればよいだろうか。

３．国会と政府が激しく対立することにぽどのよ
うな問題があるか。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ
：発問する

Ｐ：答える

Ｔ：発問する

Ｐ：答える

○国会の政策過程への関わりが限定されたものであること,国会の
意思決定が必ずしも国民の意思を反映したものとならないこと
が問題であった。

○国会が政府の政策をもっと厳しく吟味できるようにする必要が

ある。そのためには，政府からの独立性を持たせることや，議員
白身が政策を提案する必要かおる。

○国会の議決は,党利党略など様々な要因の影響を受け左右されが

ちである。そのため常に国民の意思を反映するとは限らず, 政府
の政策実施を妨げることで国民の福祉を扣なう恐れがある。

答 えが出にくい
ようであれば, 具
体例を 挙げて考

え させるように
する。

展
開
１

⌒
対
立
す
る
主
張
の
確

認－

４．日本の国会はどのように改革すべきか。

５．国会と政府の関係はどうあるべきか。

６．日本の国会か政府とあまり対立しないのはな
ぜか。

７．国会がこれまで政府の政策案を吟味するのみ

で，自ら政策を提出することが少なかったのは
なぜか。

８．国会にはどのような機能が求められるか。

９．応答性と実効性の覘点から，国会と内閣・政
府の関係がどうあるべきか考えてみよう。国会
が内閣に対抗している場合と国会が内閣に従

頴している場合それぞれのメリットは何か。
10. それぞれの場合のデメリットは何か，

H. 以上のような予想が当たらないのはどのよう
な場合か。

12.国会が政府に対して対抗できるようにするに
は具体的にどのような方法かおるかo

13. 磁院内閣制を維持したうえでどのような改革
が考えられるか。

Ｔ：発問する
Ｐ：予想する
Ｔ：発問する

Ｐ：答える

Ｔ：資料配布

発問する
Ｐ：答える

Ｔ：資料配布
発問する

Ｐ：答える

Ｔ：説明する

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ
：発問する

Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

①

②

○（野党の力を強くする。汚職を一掃する,）

○政府に対してその行助を厳しく監視することができる国会が望

ましい。しかし，政府と国会が余りに対立しすぎると政策がなか
なか実行されない懸念かおる。

○巌会の多数派か政府を構成する議院内開制をとっているため,政

府は議会の協力を得やすい｡ 特に自民党によるー党支配が統いて
いたので，野党の強い抵抗があっても，最終的には政府の提案が
通ることが多かった。

○国会においては, 内閣から提出される法案が圧倒的に多く承認さ
れる可能性も高かった｡議員立法はあまり盛んであるとは言えな
い状況であった，

０国民の意思を政治に反映させたり，国民の意見を災約したりする

応答性と，必要な政策をできる限り迅速に実施する実効性が必要
とされる。

○（略）

○（略）

○（略）

○議員立法を増やす。巌院内閣制よりも，大統領制に近い仕組みを
導入することも祝野に入れた改革を行なう。

○野党の勢力や役割を強化する｡二大政党制によって政権交代が行

われるようにする。官僚の支配を排除し，政治主導の政策過程を
実現する。

当然, 国会自体が
国民の意思を反

映するよ う機能
することが 前提
条件である こと
を補足する。
政治家が自 己利

益のみを求 めて
行助した場 合に

何か起こる かを
考えさせる。

のな 展
確る 開
認価２

｀゙ 値一

的主
知張
識 の
・ 根
判拠
断と

14.議会と政府のおり方に関ずる以上のような主

張の背飛には，どのような価値観があるか。

15.
政策には国民の意思が広く反映されるべきで

あるという考え方は，どのような価他観に基づ
いている。

16.政府が政策を迅速かつ効率的に実施できろ制
度が望ましいとする考え方は，どのような価値
硯に基づいているか。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

Ｔ：発問する

Ｐ：答える

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

○（政治には，国民の意思が反映されるべきである。政治の第一の
目的は国民全体の利益の向上である｡）

○民主政治は, 多教者の意志に基づいて行われるものであり，より

多くの人の意志を反映した政治が行われるように政策は決定さ
れるべきである。

○政府が国民全体の利益の向上を目指して行う政策は､ できる限り
迅速かつ効率的に実施されるべきである｡。

壁
17. 以上の論点を考応して，各自の国会改革案を
まとめてみよう。その際に，自分の立場を明確
にし主張の根拠を述べること。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える ○（様々な答え｡）

皿 布資料】

雨「与肝吸の功力の公 廁

②「内閣提出法案と議員提出法案の推移」（岩井奉信『現代政治学叢書 立法過程』東京大学出版会. 1988 年, pp. 86―91.)
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皿。評価規準となる合理的意思決定の内容
Ａ．主張（意思決定の内容）

・政策にはできるだけ幅広い国民の意思が反映されることのが好ましい。そのため国会が政府から独立性を持ちそれに対抗して，政府の政策立案・実施を厳しく監
視し国民の意思に従わせる仕組みにすべきである。

A ― a . 主張の理由付け（価値的知識・判断）
・国政はできるだけ多数者の意思に基づいて行われるべきであり，そのため他の事情が同じであれば，多数者の意思を国政により反映させることになる政策は一
般にその分だけ好ましい。

A-b. 主張の根拠となる事実の解釈（個別的説明的知識・判断）
・多くの国民の反対にも関わらず消費税法案が成立したのは，議院内閣制を採用している日本の議会政治の下では，国会で多数を占めていた自由民主党を中心に
内閣が構成されるため，政府提出の法案は与党の同意さえ得られれば成立し得るようになっており国会の審議が形式化していたためである。

A ― c. 解釈を成り立たせている法則・理論（一般的説明的知識・判断）
・政策審議過程に対する議会の役害11は政策の妥当性や有効性の審議過程に限定されることに加え，議院内閣制の下では内閣提出の法案が巌会での承認を受け易く
なるため，議会の政策審議機能は一屑限定されたものとなる，

Ｂ．主張（意思決定の内容）

・政策は，国民全体の利益の向上を目指して状況に応じてできる限り迅速かつ効果的に実施されなければならない。そのため政府が国会の協力を得て比較的自由に
政策を実行できるような仕組みを維持すべきである。
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Ｂ－ａ．主張の理由付け（価値的知識・判断）
・不特定多数の国民の利益の向上させる政策は

，他の事情が同じであれば，一般にその分だけ好ましいものである（公共の利益の原理）。
B-b.主張の根拠となる事実の解釈〔個別的説明的知識・判断〕・多くの国民の反対にも関わらず消費税法案が成立したのは，財政悪化を解決するために間接税導入が必要と判断した政府・与党が導入に反対する野党の結束を
崩す一方で，リクルート問題などの弱みを抱えていた野党も強力に反対することができなかったためである。

B-c.解釈を成り立たせている法則
・理論〔一般的説明的知識・判断〕

・議会における意思決定は党利党略をはじめとする様々な要因の影響を受けてなされるため，必ずしも国民全体の利益の向上を目指してなされるわけではない。

Ⅷ．評価問題例
問１　現在当たり前のように徴収されている消費税は

，1989年に多くの国民や野党が反対する中で導入が決定された。なぜ，多くの国民が反対したにも関わらず消費

税導入が国会で決定されたのだろうか
。この出来事について次の設問に答えよ。

（１）消費税導入を推し進めた当時の与党側の事情を，次の事柄に言及しながら説明せよ。①消費税導入を推し進めた当時の与党。
②消費税導入を行った当時の総理大臣。
③国民の税に対する不公平感をなくし，安定した国の財源を確保するために大型の問接税導入を内閣に働きかけた省庁。
Z房鶚吩え庸者μ屋咫の穂にがす･5不公平狸を々ぐム,鳶糢沽≠を灣ク逮泛安忿乙た国の迴跟を跛解す石ためμμ大型の局甜覆の導λぱ不覗霑であると考戈でいた。
このよう次フt鳶省の考忿を受けλ九た炉辺攪莫弘首羶のＦで

，氛鬯であったβだ忿/お邑£麗涼λを図ったｊ勘厦の登力々况ガに洽い浤婬乙た。φ皆仞ｇ淌7の鳶を差
&1だ埋万岳が却/ことって7萵鴣濱’尊λ/力阨ZI戔涙暫と々叭多ぐの国だの友ガを受びて６消y?疣涼八を擢忿で涜忿ﾌﾞ石ー必し要ji･あ石と考泛た｡７

（２）消費税導入を阻止できなかった野党側の事情を，次の事柄に言及しながら説明せよ。①消費税導入当時野党であった政党。
②1988年に発覚した最大の政界スキャンダル。
③内閣の承認を得て天皇が国事行為として行う衆議院のみに認められている事柄。内閣不信任案が決議された際にもなされる場合があるが，先の条件の下で首相
の判断によってなされる場合もある。

X琳岔｡･兇ヱ覆袱λの原には，胥丿劼i≒爾佐裘乙てTZiか乙た莊郛，与刄μ法貨を齒蛍すＪことができなかった。濳埋痙肪豸の畠逧μあたって万，勇覚ばた洽忿や弃
庶鬯
μ蕋涜/こ文扈公男躄や咫鳶跫ぱ出糴して反lが乙たが与耋･μ民ﾋ忿の脊戒によ夕徊λji次邃されｽﾞ=。勇覚蓆の淀老みが冱がた堽涛の一つ戉与躄丿弓友£脱兎酣の

反者を踏ま友でナ分か野F跫暹驟を疔ったことや与男資を原かず多發の澁疝涓琢わ石タタルーか靠岸おりスキずンダン砌七痞忿乙，席画唸の駻濮を恣九沈身蛍諧６
瓶溢?に誉ぐ反発できなかったＪ

（３）次の記述に合う言葉を答えなさい
，

①世の中の大多数の人々が持ってい;つている意見
。

擁護・増進のため②一部の国民の特殊な利益の擁護・増進のために議会？政府に働きかけ，その政治的意思決定に影響を及ぼそうとする団体。
③税金の負担者と納税義務がある人が異なる税金。
④
内閣総理大臣が国会で多数を占める政党の議只の中から避出され，内閣が議会に対して責任を負う仕組み。
⑤元首を国民が選ぶことによって行政部を立法部から独立させたアメリカに見られる統治の仕組み。[#&:の茜訛忽圧力岔麓郤瘴萎泓色菠鋩内乕り齦回光黹彦璢蜉

（４）次の各間に答えなさい。
定に影響を及ぼす要因にはどのようなものがあるか。①政党の意思決定に影響を及ぼす要因にはどのようなものがあるか。

誣咨窗丿圧力莅藻やぬ沿の勁/句の勉，勉の及堂との原簾６犬きか彫嚮を漠ぼすコ
②議院内閣制の下では

，議会が政府に従属する傾向か強くなるのはなぜか。
誣言跼yj及册を担竚乙てい石与堊が逞洽/ご方いて６彡兪を占めているため，逑冷と謾狩の屈伍が一片｡乙易い｡ノ

問２　次の問に答えなさい。
(1) 1989年に消費税が導入された後, 1997年から税卒が５％に引き上げられることになった。国民の大きな反対が予想される増税がなぜ国会で決定されたのか，次の出来事を参考にその理由について考えよ。
・官像は急速な社会の商齢化が予測される中

，国の財源不足を心配していた。
・1994年，自民党，社会党，さきがけの三党による述立政権が樹立し，社会党の村山委貝長が内閣総理大臣となった。
・消費税の増税に伴い

，２年間で５兆５千億円の減税案が提案された。
脇咨窗｡曾蔚ぱ高齢恵か洽をかか友石屋屐を考元てT諄の彫原の破深沢Z肩答阿.･筥窗μ磨節念か会をかか瓦石溜涙を考瓦で国の巓酊の嶇穿のた坎こ肺資源の源聊ﾀﾞﾉき上ぴを湿7んでいたそのよｊ々φ，滑j?覆に烝ぐ£がむていた政会
爻が'放屁ﾋ鬯やさきが･けと逮丿乞£.で濮妝に恭か叭捏μ/片瘴八茗菌す石こと/こなったこれま扼及剏に九わったか洽跫ばこ力までの謔髫こ殺渟の方方に反壽して甜
湮源厦茫を諏瓦石ことができ々ぐかったので

，舒斉穂の瀲こ£び?ごついて６跫と乙て籌瀞阪゙ぎの娑謾を荐ぐことができなかった一秀μ捏を昂砂に謔苔す石ことで
/蜀児の鳶糶をある鳶苣蹙.Xフすこと６できたこのｊ-うな宮簾の薄きかげと，及発の孩麓ぬ冫杤阪咬さ力たことで涓資源の洳堡¢がf笑賓乙たと荵力九叺ｊ

(２)日本の国会においては，成立する法案のほとんどが政府から提案されたもので，議員から提案される法案の教は圧倒的に少ない。このため，磁貝立法をもっと活
発化すべきであるということがよく言われている。国会が国の唯一の立法機1猖であるということを踏まえて，このような主張がなされる理由を述べよ。
Z解荅阿｡･Ｊ戡襾謬竰のＦで戉丿洽鶚多登を汐めｊ濮跫を伊心に内跼朏郤湲さ力乱そのため，覩翦迎豸の必豸ぱ岑跫のアｊＵｉ冐ら九力ば健し霆す石こととな石の
で
，Ｊ洽な法淀の徭誣の荀であぷというｊ夕6廖式緲なポぶのぢとなって乙まい，法豸痂誣の迴鳶がZ豆咫にμL尼瓦４ヽぐなって乙｡まう憑岩があ叺Z翌洽

が苓一の尨必
擬罠/と卩丿昃府にふさ力いヽ必淀痂誣の芍と々石ために戉/葭畠｣胎Qがlgら互いに法貨を渭乙詮って這旨す石ことが必要であ石と考友６九石から｡７

問３　日本の国会の機能を充実させ
，国民の意思を反映した意思決定がなされることを目指した議会政治の改革委員会の委員にあなたが選ばれたと仮定して，国民全

一体の利益に配虚した公正で中立な立場から次の問題について考えてみよう。
り）我が国の国会と内閣の11係は

，政府の立案した政策を比較的実行し易い現状の議院内閣制を維持すべきだろうか，あるいは政策の立案，密議，決定において国
会がより大きな役割をもつように仕組みを改善すべきだろうか。
ZjF荅のボイント｡･β蓍のＪ洽嶷后の澀跿/こ齏す15肩僑汕胃跛/こ述べられており，その茨麹Ｊ々石μぶ伽站Ｓ劭ｸ知濤亠一齏的謾男め如謌丿程F鳶/こ£述さ力てい石かどjZ圦認4池応変と笛良湎窟詮乙ていｊｊ髦ﾉ

（２）上の（１）の主張はいかなる理由に基づくものか
。「～べきであるから，………」という形で表現してみよう。

Z）qF荅のボインノζ｡･価瓸跼効渮・尚倒朏`，が沚する６のと万涓佑陋居な澎でが/靭夕/こ遲べら右てい石か。攪迦とす石蘯jU夕沺Ｊ・翔竒と菫盛凶密君ヽムてい石ｊｋ７

（３）上の（２）の理由が他の理由よりも優先されるのはなぜか。消費税導入の決定過程に関する事実などを踏まえて，「日本においては……であるから，～よりも，～の方が好ましいと考えられるので｡」という形で表現してみよう。
/雇廖のボインみ｡･蕋齠吻丿糾丿溌・翔娵が石亀畍Z;可茫々がでβyＭ欠ご述べら纛で61･5か。蔡列/宕の蓆迦と乙で，β本政会や逑会及妝の渭次に靂す石亠＆」度がぎべらぬでいるか｡７

（４）現在は
，内閣総理大臣は国会で多数を占める与党の国会議貝の中から選ばれている。このような仕組に対して，首相を国民自らが投票によって選ぶ「首相公選

制」を導入すべきだという主張かおる。上の(2), (3)で示した価値的知識・判断を根拠として明確に示して，この主張に対する持成または反対の意見を述べ
なさい。
乙宍乙荅のボインみ｡･一つの房瀲曽夕刧謌り剱峅こ葺づいでT萵苣ナ石ことによって鋩濾か，反かのどちらかに立将になるという６のではない鰐しえば広ぐ国民の,畆愿
を反芻乙恋謾二原が莵賍され石べきであ石といラだ生生謝の原理濡が仞をZ原民淙らが湎ぶ’ことで蕋浦さ九石かのように６考友られ石珮が羶の醫貿が豐/とされ石
ことで淫会の逾/瘠に諏わらず甜恣勁万波齎を諠首す石可逆きが誼ぐなること６考乏ら力乱不抒這凛々の尻民の利益を/かよさせ石浙策濡酣の靠がが諤じであ岩
ばっ汾にその分だけみま乙いるのであるとＤラ公弃の利益の跟理について６諤鷸てか仞がツーダーシクブをとって在益々及齎を沼がかつ効果鈔に旻薤でき石よ
うになどことが蓆押さ九石一方で

，国だの利益の/瘠土を慝蕩乙｡たrnrnxの利益舒茫の謾丿万ぢも笞さ力石可誥き６蕗らどららの邱瀲労ｸ刧謌り剱峅こ居
づいていかかる,恋思萵苣をナ石に乙て６，蓚瀲万加飢淮・鵆諏の片方をjZE循に理程仁応蓆できてい石かを/苛夕てい石Ｊ

-
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